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基本報酬（７～９時間） 
小規模 改定前 改定後 差 

要介護１ ８１５ ７３５ ▲８０ 

要介護２ ９５８ ８６８ ▲９０ 

要介護３ １１０８ １１０６ ▲１０２ 

要介護４ １２５７ １１４４ ▲１１３ 

要介護５ １４０５ １２８１ ▲１２４ 

通常規模 改定前 改定後 差 

要介護１ ６９５ ６５６ ▲３９ 

要介護２ ８１７ ７７５ ▲４２ 

要介護３ ９４４ ８９８ ▲４６ 

要介護４ １０７１ １０２１ ▲５０ 

要介護５ １１９７ １１４４ ▲５３ 



基本報酬（７～９時間） 
大規模з 改定前 改定後 差 

要介護１ ６８３ ６４５ ▲３８ 

要介護２ ８０３ ７６２ ▲４１ 

要介護３ ９２８ ８８３ ▲４５ 

要介護４ １０５３ １００４ ▲４９ 

要介護５ １１７７ １１２５ ▲５２ 

大規模и 改定前 改定後 差 

要介護１ ６６５ ６２８ ▲３７ 

要介護２ ７８２ ７４２ ▲４０ 

要介護３ ９０４ ８５９ ▲４５ 

要介護４ １０２５ ９７７ ▲４８ 

要介護５ １１４６ １０９５ ▲５１ 



類型化は加算方式に 

Å「認知症対応機能」、「重度者対応機能」は新規の体制加算 

Å「心身機能訓練から生活行為力向上訓練まで総合的に行う機能の
強化」は個別機能訓練加算の算定要件の見直し 

Å「地域連携拠点機能」は生活相談員の配置基準の見直し 



認知症加算 

Å60単位/日 

Å認知症日常生活自立度й以上者に算定 

Å介護・看護職員を常勤換算で２以上加配 

Å前年度又は３か月の利用者総数のうち自立度й以上者が２割以上 

Åサービス提供時間帯に専従で認知症介護指導者・実践リーダー・実
践者研修の修了者等を１以上配置 



複数以上の加配 

Å暦月ごとに基準第93条1項に規定する看護職員または介護職員の
員数に加え看護または介護職員を常勤換算方法で２以上確保する。
このため常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看
護・介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員
が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常
勤換算方法で２以上確保していれば加算の要件をみたすこととする。
なお、常勤換算方法による員数は小数点第２以下を切り捨てる 

Å延長時間は含めない 

Å中重度ケア加算の専従看護職員、認知症加算の研修修了者は含ま
ない（問３３、問３７） 



常勤換算の計算方法 
基準としての人数 
Å定員１８人、５時間提供の場合の介護職員の必要人数＝1.6人 

Å1日には５時間×1.6人＝８時間分の職員が必要 

Å１月の稼働日数２５日（毎日１８人）とすると２５日×８時間＝２００時間 

上記に加えて加配 

加配の人数（時間） 

Å当事業所の１月の勤務時間８時間×２０日＝１６０時間（常勤の職員が勤
務すべき時間数） 

Å介護職員２人分＝１６０時間×２人＝３２０時間（暦月ごとの勤務延時間
数） 

Å３２０時間÷１６０時間＝２ 

Å当事業所の場合、常勤換算で月に３２０時間を満たす職員を配置すると
加配 

 

 



Å従来通りの基準人数（日々変化、月ごとに変化）例２００時間 

に加え 

Å加算のための人数（歴月で計算、事業所ごとに一定）を配置 例３２
０時間 

Å月が終わった時点で職員の総勤務時間から基準人数時間を引き、
余った時間数を常勤１名分の勤務時間数で割り２を超えているか 
例 総勤務時間５５０時間 

Å５５０－２００＝３５０時間÷１６０時間＝２．１８ 

Å２．１８は２を超えているので加算要件 
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加配の計算対象 

 

B A  

サービス提供時間帯=基準の対象 

８２．８時間÷４０時間＝２．０７は２を超えているので加算要件を満たす 

β ─√╘⌐ ≢  



前年度または前３か月 

Å事業者の都合で取りやすい方を選択 

Å前年度実績が6カ月に満たない事業所は前年度実績を採用できな
い 

Å前３か月を採用した場合は、算定するたびに３か月を満たさなけれ
ばならない 



利用者総数 

Å認知症日常生活自立度й以上の割合について前年度（３月除く）ま
たは算定日が属する前３月の１月当たりの実績の平均について利
用実人数または利用延人員数を用いて算定する（計算方法は問３
１） 

Å総数に要支援者は含まない 



自立度й以上 

Å医師の判定結果または主治医意見書を用い、居宅サービス計画ま
たは各サービス計画に記載する。複数ある場合は最も新しい用いる 

Å医師の判定がない場合は認定調査票の認知症自立度を用いる 

Å担当者会議などを通じて情報を共有する 

β問３２ 



研修修了者 

Å研修修了者等の「等」は特に示されていない 

Å指定通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要がある 

Å加算対象者がいない場合は配置不要（問３４） 

Å研修修了者は介護職員以外でも可だが、その場合を提供時間帯を
通じて従事する必要がある（問３３） 



実施プログラム 

Å加算の算定事業所は認知症の症状の進行の緩和に資するケアを
計画的に実施するプログラムを作成することとする 

Å通所介護計画または別途作成する計画に設定する（問３６） 



中重度者ケア体制加算 

Å４５単位/日 

Å利用者全員に算定 

Å介護・看護職員を常勤換算で２以上加配 

Å前年度又は３か月の利用者総数のうち要介護度３以上者が３割以
上 

Åサービス提供時間帯に専従で看護職員を配置（他職種との兼務は
認められない） 



複数以上の加配 

Å暦月ごとに基準第93条1項に規定する看護職員または介護職員の
員数に加え看護または介護職員を常勤換算方法で２以上確保する。
このため常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看
護・介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員
が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常
勤換算方法で２以上確保していれば加算の要件をみたすこととする。
なお、常勤換算方法による員数は小数点第２以下を切り捨てる 

Å延長時間は含めない 



前年度または前３か月 

Å事業者の都合で取りやすい方を選択 

Å前年度実績が6カ月に満たない事業所は前年度実績を採用できな
い 

Å前３か月を採用した場合は、算定するたびに３か月を満たさなけれ
ばならない 



利用者総数 

Å実利用人数でも登録者人数でもどちらでもよい（計算方法は問３１） 

Å総数に要支援者は含まない 



重複した算定 

Å認知症加算の算定要件を満たす場合は重複した算定が可能（問２
８） 

Åただし中重度ケア体制加算の専従看護職員が認知症加算の研修
修了者としてカウントできない（専従要件） 

 



実施プログラム 

Å算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会
性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施する
プログラムを作成することとする 

Å家庭内の役割づくりのための支援や地域の中で生きがいや役割を
持って生活できるような支援をすることなどの目標を通所介護計画
または別途作成する計画に設定する（問３８） 



サービス内容も問われる 

Å認知症への対応（音楽療法、園芸療法、回想法など） 

 βミッケルアート 

Å重度者であっても「社会性の維持を図り在宅生活の継続のため」重
度者への生活行為向上訓練や社会活動支援 

Å認知症予防への対応 

 βデュアルタスク運動 

 

加算取得に納得してもらう必要も 



機能訓練加算の見直し 

Å個別機能訓練加算з４２単位→４６単位/日 

Å個別機能訓練加算и５０単位→５６単位/日 

Å要件に「機能訓練指導員等が居宅で訪問した上で個別機能訓練計
画を策定、その後３か月に１回以上居宅を訪問し、利用者またはそ
の家族に対し訓練の内容と進捗状況を説明し、訓練内容の見直し
等を行う」を追加 



個別機能訓練加算 

Å機能訓練指導員等とは生活相談員でも介護職員でも可能 

Å機能訓練の内容、計画の進捗状況の説明、見直しを行うかは別途
通知（資料参照） 

Å訪問は次のモニタリング時までに実施する（３カ月以内）（問４０） 



個別機能訓練加算 
個別機能訓練加算 共通事項：個別機能訓練計画の作成 
Å機能訓練指導員＋多職種が共同で個別機能訓練計画を作成 
   ・・・利用者ごとの①目標、②実施時間、③実施方法等 
Å計画に対して、個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等に
ついて評価等を行う 
Å開始時・３か月ごとに１回以上、利用者やその家族に対して個別
機能訓練計画の内容(評価を含む)を説明し、記録する。 
Å評価内容や目標の達成度合いについて、担当ケアマネに適宜
報告・相談 
Å必要に応じて利用者や家族の意向を確認の上、ADL及びIADLの
改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更 
Å個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等) 
は、利用者ごとに保管（常に当該事業所の個別機能訓練の従事
者により閲覧 

参考資料 



個別機能訓練加算（з） 
個別機能訓練加算（з）の要件 

Å提供時間帯を通じて、機能訓練指導員として常勤専従の
理学療法士等を一名以上配置（単位ごと） 

Å一週間のうち、常勤の理学療法士等が配置されている日
のみが対象  

Åあらかじめ配置されている曜日を周知（利用者、ケアマネ
ジャー） （看護師：看護業務との時間的重複は不可能） 

Å利用者に寄る機能訓練の項目の選択：機能訓練指導員等
が、利用者の心身に状態に配慮し、生活意欲が増進される
よう利用者の選択を援助 

Å利用者が選択した内容に応じたグループに分かれて活動
（複数メニューが必要：少数、類似でも選択性の確保が大
切） 
Å心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供 

参考資料 



個別機能訓練加算（и） 
 

Å専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置 

Å理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが加算の算定対象 

Å理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支
援事業者に周知（看護師：看護業務との時間的重複は不可能） 

Å残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅に
おいて可能な限り自立して暮らし続けることが目的 

  （身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではない） 

◎適切なアセスメントによる利用者のADL・IADLの把握 

  →日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標 

    ・利用者・家族の意向、ケアマネジャーの意見も踏まえる 

    ・具体的かつ分かりやすい目標 

      例）利用者の意欲の向上につながるような段階的な目標の設定 

  →当該目標を達成するための機能訓練を実施 
 

参考資料 



個別機能訓練加算（и） 
 

Å５人程度以下のグループ(類似の目標・同様の訓練内
容のグループ、個別対応も可能)に対して、機能訓練指
導員が直接行う 

Å必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的か
つ反復的な訓練 

Å実施時間：個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実
施に必要な一回あたりの訓練時間を考慮し適切に設
定 

Å計画的・継続的に行う（概ね週１回以上実施） 

Å個別機能訓練加算(I)・ (II)の同時算定可能（同一日で
も、ただし、機能訓練指導員は共用不能、別の訓練実
施が必要） 

参考資料 



（и）の具体的な計画・内容は 
     ・・・それぞれの施設で創意工夫 

（例）「食堂で自ら食事をとる」、「一人でトイレに行く」、 

   「入浴時に自らの洗身を行う」 

   ・・・・その方の状況に応じて、個別機能訓練計画を作成する。 

（具体的な訓練内容の例） 

  「訓練室での訓練」 

  ○ 体操、筋力アップトレーニング 他 

 「デイサービスでの生活の中で」・・・１対１（小グループ可）での訓練 

  ○ 歩行訓練  

  ○ 脱衣・着衣、洗身  

  ○ 排便（尿）、後始末、 清潔保持  

  ○ 昼食時・・・御膳のセットや下膳、後片付け 

   ○ ・・・・・・・・・・・・ 

 

 

参考資料 



 生活機能向上を目的とした訓練項目、 
      心身の状況に応じた機能訓練とは・・・ 

 ○ 居宅での生活の継続を図ることを目的として、残存する身体機能 

  を活用して生活機能の維持・向上を図る。 

    

 

 ○ 生活機能の向上の目標を具体的に「個別機能訓練計画」に定め、 

    それを達成するために必要なＡＤＬ・ＩＡＤＬ訓練を反復的に実施する。 
 

 

 ○ その際、日常生活の基本的動作に関する目標に応じて、複数の 

    準備された訓練メニュー  

    の中から、当該計画に従って、必要項目の訓練を行う。 

     

       

 

 β 訓練を効果的に実施するためには、概ね週１回以上実施が目安となる。  

参考資料 



（з）と（и）の内容を明確に 

Å（з）は心身機能への働きかけ中心 

Å（и）は生活機能向上を目的とした訓練 

Å「通所介護における個別機能訓練等計画書作成の手引き」（全国老
施協平成２５年２月）には、計画様式の他、（и）を算定する際の訓
練内容を〇入浴動作自立〇排泄動作自立〇食事動作自立〇調理
動作自立〇洗濯物動作自立〇内服管理自立〇電話かけ動作自立
〇掃除動作自立、について記載している 



居宅を訪問した上での計画策定 

Å通所介護の他、短期入所生活介護でも設定されたが、同一法人の
場合に両方が訪問する必要があるかについては、Q&Aで説明（され
なかったが、デイとショートの情報共有ができ、両方の職員が共同で
機能訓練計画を作成した場合はOKとする旨を説明受けている。第２
弾のQ&Aかも） 

Å問４０～４８ 



地域連携拠点機能の充実 

Å生活相談員の専従要件の見直し 

Åサービス担当者会議に加え、「地域ケア会議への出席」「利用者宅
を訪問し相談援助」「町内会、自治会等との連携等社会資源の発掘
等」についても業務の範囲（勤務時間に含める）と解釈を緩和 

Å問４９に例示あり 



利用者の在宅生活（地域生活）を支える 

Å在宅生活を支えるのは介護サービスだけではない 

Åケアマネとも協力し、生活相談員のソーシャルワーク機能を発揮して
地域を作る取り組みが求められる 

Åそれが地域に必要とされる事業所になる 



看護職員の配置基準の緩和 

Å地域で不足している看護職員については病院、診療所、訪問看護ス
テーションとの連携により、健康状態の確認を行った場合、人員配
置基準を満たしたものとみなす 



看護職員の連携 

Å１時間でも２時間でも連携を取れる体制をとっていること 

Å営業日ごとに連携が必要 

Å密接な連携とは何かあればすぐに駆けつけられる体制のこと（通知
で示される） 

Å問５０に例示あり 



連携の仕方は 

Å訪問看護ステーション等とどのような連携をするのか 

Å委託関係（委託料）、派遣料は 

Å利用者の健康維持、急変時の対応は 



費用の支払いは？ 

Åあくまで契約上で対応していただく。省として何か示すことはない 



地域密着型通所介護の創設 

Å定員１８人以下の小規模事業所は地域密着型に移行（２８年４月） 

Å地域密着型事業所は小規模の報酬 

Å運営推進会議の開催（６月に１回以上） 

 



地域密着型通所介護 

Å定員１８人に要支援者あるいは新総合事業の利用者を含む 







小規模事業所のサテライト移行 

Å小規模多機能居宅介護のサテライト事業所へ移行する場合、宿泊
室設置に経過措置（２９年度末）あり 

Å小規模多機能型のサテライトの場合は小規模多機能型の報酬の７
割で設定する 

Å大規模や通常規模のサテライトに移行する場合は本体と一緒に指
定 

Å同一法人のみが可能 



どの選択をするか 

Å小規模多機能型の長所を持つには経過措置は許されるか 

Å一方、小規模多機能型の報酬によっては７割でもいいのか 



お泊りデイ 

Å届出制、事故報告、情報の公表 

Åガイドラインの提示 

Åお泊り日（泊まって帰る日も）は延長加算の算定不可 



送迎時における居宅内介護の評価 

Å送迎時に行った居宅内介護（電気の消灯・点灯、着替え、移乗、窓
の施錠等）をサービス提供時間に含める 

Å居宅サービス計画と通所介護計画に位置付ける 

Å1日３０分以内 

Å居宅内介護を行う者は介護福祉士・介護職員初任者研修修了者等
に限る。 

Åβ通所系サービス共通 



送迎時における居宅内介助の評価 

Å介護職員初任者研修修了者等の「等」とは、法人内で勤務経験３年
以上の介護職員（機能訓練指導員、看護職員であっても可） 

Å生活相談員は認められないが介護福祉士であれば算定可能 

Å問５２～５５ 



説明と同意 

Åどのような居宅内介護をどの程度の時間で行うのか 

Åケアマネ、家族への説明と同意 

Å提供時間への影響も 

Å一定資格はなぜ必要か 

Å小規模多機能との整合性は 



延長加算の拡大 
Åさらに２時間（最大５時間）の延長 

 時間区分 単位数 

延長加算з ９～１０時間 ５０単位 

延長加算и １０～１１時間 １００単位 

延長加算й １１～１２時間 １５０単位 

延長加算к １２～１３時間 ２００単位 

延長加算л １３～１４時間 ２５０単位 

問５６から５９ 



送迎未実施減算の拡大 

Å送迎を行っていない場合（自ら通う、家族が送迎す
る）も減算対象とする 

Å片道４７単位 



送迎未実施減算 

Å通所介護計画には位置付けられているが、当日支度が出来ていな
いなどの理由で後で家族が送ってくる場合などの対応はQ&Aで説明 

Å問６１「実際の送迎の有無を確認のうえ、送迎を行っていなければ減
算」 



その他 

Å入浴介助加算について 

Å利用者の観察を含む介助を行う場合に算定されるが、「観察」とは自
立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支
援や日常生活動作能力向上のために極力利用者自身の力で入浴
し必要に応じて介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認などを
行うことにより、結果として身体に直接接触する介助を行わなかった
場合にも加算対象となる。利用者の都合により入浴しなかった場合
は算定できない。 



予防給付 



大幅減（レスパイトは想定外） 

通所リハビリ 改定前 改定後 差 

要支援１ ２４４３ １８１２ ▲６３１ 

要支援２ ４８７０ ３７１５ ▲１１５５ 

通所介護 改定前 改定後 差 

要支援１ ２１１５ １６４７ ▲４６８ 

要支援２ ４２３６ ３３７７ ▲８５９ 



訪問介護 改定前 改定後 差 

訪問介護з １２２６ １１６８ ▲５８ 

訪問介護и ２４５２ ２３３５ ▲１１７ 

訪問介護й ３８８９ ３７０４ ▲１８５ 

訪問リハビリ 改定前 改定後 差 

３０７ ３０２ ▲５ 



認知症対応型通所介護費 



単独型（７～９時間） 改定前 改定後 差 

要介護１ １０３６単位 ９８５単位 ▲５１ 

要介護２ １１４８単位 １０９２単位 ▲５６ 

要介護３ １２６１単位 １１９９単位 ▲６２ 

要介護４ １３７４単位 １３０７単位 ▲６７ 

要介護５ １４８６単位 １４１４単位 ▲７２ 

併設型（７～９時間） 改定前 改定後 差 

要介護１ ９３０単位 ８８５単位 ▲４５ 

要介護２ １０３０単位 ９８０単位 ▲５０ 

要介護３ １１３１単位 １０７６単位 ▲５５ 

要介護４ １２３２単位 １１７２単位 ▲６０ 

要介護５ １３３２単位 １２６７単位 ▲６５ 



介護報酬の改定 
居宅介護支援事業所 



基本報酬の見直し 

居宅介護支援з 改定前 改定後 差 

要介護１・２ １００５ １０４２ ＋３７ 

要介護３・４・５ １３０６ １３５３ ＋４７ 

居宅介護支援и 改定前 改定後 差 

要介護１・２ ５０２ ５２１ ＋１９ 

要介護３・４・５ ６５３ ６７７ ＋２４ 

居宅介護支援й 改定前 改定後 差 

要介護１・２ ３０１ ３１３ ＋１２ 

要介護３・４・５ ３９２ ４０６ ＋１４ 

認知症加算・独居加算を包括化 



基本報酬の見直し 

介護予防支援 改定前 改定後 差 

要支援１・２ ４１４ ４３０ ＋１６ 
 



特定事業所集中減算見直し 

Å適用率の変更 

○９０％→８０％ 

Å対象サービスの拡大 

○訪問介護・通所介護・福祉用具貸与→全サービス 



特定事業所加算 

Å加算з（５００単位） 

Å常勤専従の主任介護支援専門員１名以上 

Å常勤専従の介護支援専門員３名以上 

Å中重度者割合が５０％以上 

           ↓ 

Å常勤専従の主任介護専門員２名以上 

Å常勤専従の介護支援専門員３名以上 

Å中重度者割合が４０％以上 

Å法定研修の実習受け入れなど人材育成への協力体
制 



特定事業所加算 

Å加算и（新設・４００単位） 

Å常勤専従の主任介護支援専門員１名以上 

Å常勤専従の介護支援専門員３名以上 

Å法定研修の実習受け入れなど人材育成への協力体
制 



特定事業所加算 

Å加算й（иを変更・３００単位） 

Å常勤専従の主任介護支援専門員１名以上 

Å常勤専従の介護支援専門員２名以上 

           ↓ 

Å常勤専従の主任介護専門員１名以上 

Å常勤専従の介護支援専門員２名以上 

Å法定研修の実習受け入れなど人材育成への協力体
制 



基準の変更 

Å介護支援専門員は居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事
業者に対して訪問介護計画等指定居宅サービス等基準において位
置づけられている計画提出を求めるものとする 



訪問介護 



基本報酬 
生活援助中心 改定前 改定後 差 

２０分以上４５分未満 １９１ １８３ ▲８ 

４５分以上 ２３６ ２２５ ▲１１ 

身体介護中心 改定前 改定後 差 

２０分未満 １７１ １６５ ▲６ 

２０分以上３０分未満 ２５５ ２４５ ▲１０ 

３０分以上１時間未満 ４０４ ３８８ ▲１６ 

通院等乗降 改定前 改定後 差 

１０１ ９７ ▲４ 



２０分未満の身体介護の見直し 

Å身体介護の時間区分の１つとして位置付ける 

Åすべての訪問介護事業者において算定可能 

Å前回訪問から概ね２時間以上空けること 

Å頻回訪問（２時間以上空けない）については次のすべての要件を満
たすこと 

（利用対象者） 

①要介護１，２の者であって認知症の利用者または要介護３～５の者
であって自立度ランクB,Cの者 



  
②当該利用者の担当者会議が３月に１度以上開催さ
れその会議で１週間のうち５日以上、頻回の訪問含む
２０分未満の身体介護が必要と認められた者 

（体制要件） 

①常時利用者・家族からの連絡に対応できる 

②次のいずれかに該当すること 

ア、定期巡回・随時対応サービスの指定 

イ、指定を受けていないが実施の意思があり実施計
画を策定している 



Å頻回の訪問含む２０分未満の身体介護を算定する利用者に係る１
月当たりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護費з（訪
問看護を行わない場合）の範囲内とする 



特定事業所加算（к）の新設 

Å所定単位数の１００分の５に相当する単位数を加算 

Å算定要件 

①人員基準以上の常勤のサービス提供責任者を配置（利用者数が８
０人未満の事業所） 

②サービス提供責任者全員に個別研修計画が策定され研修が実施
（予定） 

③利用者総数のうち要介護３以上または認知症自立度й以上が６
０％以上 



２級修了者の責任者減算 

Å所定単位数に９０/１００を７０/１００に 

Å算定要件 

①訪問介護２級（介護初任者研修）修了の責任者を置いている 

②減算が適用される事業所が人員基準を満たす事業所と統合し出張
所となるとして２７年度末までに届け出た場合は、２９年度末まで減算
を適用しない 



生活機能向上連携加算の拡大 

Å算定要件に通所リハビリテーション事業所の理学療法士等を追加 



訪問看護 



基本報酬 
訪問看護ステーション 改定前 改定後 差 

２０分未満 ３１８ ３１０ ▲８ 

３０分未満 ４７４ ４６３ ▲１１ 

３０分以上１時間未満 ８３４ ８１４ ▲２０ 

１時間以上１時間半未満 １１４４ １１１７ ▲２７ 

病院または診療所 改定前 改定後 差 

２０分未満 ２５６ ２６２ ６ 

３０分未満 ３８３ ３９２ ９ 

３０分以上１時間未満 ５５３ ５６７ １４ 

１時間以上１時間半未満 ８１５ ８３５ ２０ 



中重度看護体制の評価 

Å看護体制強化加算 ３００単位/月 

Å算定要件（いずれも適合） 

①前３月において利用者総数のうち緊急時訪問看護加算を算定した
利用者が５０％以上 

②前３月において利用者総数のうち特別管理加算を算定した利用者
が３０％以上 

③前１２月においてターミナルケア加算を算定した利用者が１名以上
（予防除く） 



訪問看護におけるリハの見直し 

Å作業療法士・理学療法士・言語聴覚士の場合 ３１８単位→３０２単
位 



訪問系サービス同一建物減算 

Å事業所と同一敷地内または隣接する敷地内の建物（養護、軽費、有
料、サ付住宅）に居住する利用者を訪問する場合は居住する人数に
関わらず報酬を減算する 

Å事業所と同一建物以外の同一建物に居住する者の人数が１月当た
り２０人以上の場合も減算する 



短期入所 



基本報酬 

Å併設型 

従来型個室 改定前 改定後 

要支援１ ４５８ ４３３ 

要支援２ ５６９ ５３８ 

要介護１ ６１２ ５７９ 

要介護２ ６８３ ６４６ 

要介護３ ７５５ ７１４ 

要介護４ ８２５ ７８１ 

要介護５ ８９５ ８４６ 



基本報酬 

Å併設型（２７年８月からは室料自己負担４７０円/日） 

多床室 改定前 ２７年４月 ２７年８月 

要支援１ ５０２ ４７３ ４３８ 

要支援２ ６１７ ５８１ ５３９ 

要介護１ ６８６ ６４６ ５９９ 

要介護２ ７５５ ７１３ ６６６ 

要介護３ ８２６ ７８１ ７３４ 

要介護４ ８９６ ８４８ ８０１ 

要介護５ ９６４ ９１３ ８６６ 



緊急時の受け入れ 

Å緊急短期入所受入加算６０単位→９０単位 

Å算定要件 

①介護支援専門員が緊急に短期入所を受けることが必要と認め、居
宅サービス計画に位置付けられていない短期入所を行った場合 

②７日（利用者家族等の疾病等は１４日）を限度 

β緊急短期入所体制確保加算は廃止 



緊急時の基準緩和 

Å利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急やむ
を得ない認めた場合など一定の条件下においては専用の居室以外
の静養室での受け入れを可能とする 



個別機能訓練加算新設 

Å５６単位/日を新設 

Å算定要件 

①専従の機能訓練指導員を配置 

②個別機能訓練計画を策定し生活機能向上を目的とする機能訓練を
実施 

③初回時及び３か月に１回は居宅を訪問し訓練内容と進捗状況を報
告 



医療連携強化加算の新設 

Å５８単位/日 

Å算定要件 

①看護体制加算（и）を算定 

②急変の予測や早期発見等のため看護職員による定期的な巡視を
行う 

③主治医を連絡が取れない場合に備え、あらかじめ協力医療機関を
定め緊急時の対応の取り決めを行っていること 

④急変時の対応について利用者から合意を得ていること 



Å利用者要件（いずれかの状態であること） 

・喀痰吸引・呼吸障害等により人工呼吸器を使用している・中心静脈
注射を実施・人工腎臓を実施している・常時モニター測定をしている・
人工膀胱または人工肛門の処置・鼻腔や胃瘻等の経管栄養を実施・
褥瘡の治療を実施・気管切開が行われている 



長期利用者の減算 

Å▲３０単位/日 

Å連続して３０日を超えて同一の短期入所生活介護に入所(指定居宅
サービス基準に掲げる設備・備品を利用した指定短期入所介護以
外のサービスによるものを含む)している場合であって、指定短期入
所生活介護を受けている利用者に対して、指定短期入所生活介護
を行った場合に所定単位数から減算する 



多床室の居住費負担 

Å介護老人福祉施設の多床室の入所者のうち一定の所得を有する利
用者については、現行の光熱水費相当分に加え、室料相当分の負
担を居住費として求める。ただし低所得者に配慮する観点から利用
者負担第１段階から第３段階までの者については補足給付を支給
することにより利用者負担を増加させない（短期入所生活介護も同
様） 

Å２７年８月から実施 



緊急時の対応緩和 

Å小規模多機能居宅介護及び複合型サービス（看護小規模多機能型
居宅介護）の宿泊室に空きがある場合には、登録定員に空きがある
場合であって、緊急やむを得ない場合など一定の条件で登録者以
外の短期利用を可能とする 

Å７日（やむ得ない場合は１４日）以内 



 

Å質問は下記にどうぞ 

 〒００４－００６９ 

  札幌市厚別区厚別町山本７５０－６ 

    特別養護老人ホーム厚別栄和荘 

      В 011-896-5010 

      fax 011-896-2566 

      メールアドレスm-seto@eiwakai.or.jp                
ホームページ http://www.eiwakai.or.jp 

 


